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令和４年３月１４日 

 

 

国立大学法人兵庫教育大学長の業績評価結果について 

 

国立大学法人兵庫教育大学学長選考会議 

 

１．総合評価 

国立大学法人兵庫教育大学学長選考会議は、国立大学法人兵庫教育大学学長業績評価規程（以

下「規程」という。）に基づき、加治佐哲也学長の業績評価を実施しました。国立大学法人兵庫

教育大学学長選考基準（平成２７年３月１６日）に示した４基準に照らして評価した結果、少

子化、財政難など教員養成系大学を取り巻く環境が厳しい中においても、学部・大学院改革を

遂行するとともに、学生確保や財源確保の対策を講じるなど、学長の業務はいずれも適切に執

行されていると判断します。また、新型コロナウイルス感染症への危機対応についても、陣頭

に立って指揮をとり、大学として必要とされる措置を迅速に講じています。 

以上から、本会議は、評価対象期間における加治佐哲也学長の業績は、総合的に学長選考基

準を満たしていると判断しました。 

なお、令和３年度の教職大学院の入学者定員充足率が低位に留まっており、学生確保に向け

たより一層の取組を求めます。 

以下、学長選考基準に沿って、業績評価結果を記します。 

 

２．学長選考基準の４項目に対する評価 

（１）本学のミッション及び「ミッションの再定義」（以下「ミッション」という。）を実現する

ため、教育現場の実情や教育政策に通じ、教職大学院を含む教員養成の高度化に関する高い

知識と見識を有すること。 

 

   「教師教育のトップランナー」をミッションとして堅持し、時代のニーズや政策に即応し

ていくため、「教員養成フラッグシップ大学」申請に向けて鋭意手続を行うなど（令和 3 年 11

月 12 日申請、令和４年３月９日採択）、先導的な教職課程の開発や実装を進めている。また、

教育研究の DX 推進、昼夜開講制や学校経営コースの全国展開を例とした教職大学院の魅力

化・機能強化の改革を進めるなど、教員養成の高度化に関する多様な取組を推進しているこ

とから、本基準を満たしていると判断します。 

 

（２）ミッションを踏まえた長期的な視野を持ち第３期中期目標・中期計画を着実に実行する戦

略的な構想力とリーダーシップを有すること。 

   

「現職教員に対する実践的指導力の育成」、「教師教育の先導的モデルの開発」など大学の

ミッションの実現、また、第３期の中期目標・中期計画の着実な実行に向け、特に数値目標

の確実な達成に向けた多様な取組を実施している。施策の実施にあたっては、学内に情報提

供を行いつつリーダーシップを発揮し、戦略的に新分野への人的資源の移行や改組を進めて

いることから、本基準を満たしていると判断します。 
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（３）本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営するとともに、ミッションを実現する

上での諸課題に対処することができる総合的マネジメント能力を有すること。 

 

教職大学院の学生確保や学生の就職支援に関して、これまでも取組は講じられていますが、

入学者定員充足率や、保育士を含む卒業生の教員就職率が低下している状況にあります。こ

れについては、教職大学院のコース改革、教職キャリアセンターの対策検討ワーキンググル

ープにおいて就職率向上策を講じるなど、様々な方策を主導し、課題に対応していることか

ら、総合的マネジメント能力を有していると判断します。これらの方策に基づいて着実に定

員充足率や卒業生の教員就職率の回復を図り、教員養成系大学としてのミッションをより一

層果たすべく、総合的なマネジメント能力を引き続き発揮されることを強く期待します。 そ

の他、新年俸制の導入やクロスアポイントメント制度の活用による外部人材の積極的な登用、

研究の一体的推進をはじめとする大学との連携強化を図るための附属学校園改革など、ミッ

ションの実現に向けて多様な諸課題に対処していることから、本基準を満たしていると判断

します。 

 

（４）本学の諸活動について適時的確に情報発信し、説明責任を果たす能力に加え、ステークホ

ルダーとの信頼関係を構築・発展させることのできる交渉力を有すること。 

 

教職大学院への学生確保や大学の魅力発信のために、広報や大学院説明会などに関し、オ

ンラインを積極的に活用することにより改善を図るなど、情報発信の強化を図っている。ま

た、教員養成フラッグシップ大学の要件となっている全国的な教員養成ネットワークの構築

に向けて、他大学、教育委員会及び学校などのステークホルダーとの連携・協働の強化を進

めているほか、日本教職大学院協会会長として、教職大学院の振興に関する提言を行ってい

ることから、本基準を満たしていると判断します。 

 

３．評価対象期間 

  規程第３条第２項第２号に基づき、前年度の７月１日から当該年度の６月３０日までの期間。 

（令和２年７月１日～令和３年６月３０日） 

 

４．経過 

・令和３年８月１７日～８月２７日 学長選考会議（第２回）開催 

学長業績評価の実施方法について審議・決定 

・令和３年１１月２２日 学長選考会議（第４回）開催 

学長面談の実施 

・令和４年 １月２１日 学長選考会議（第５回）開催 

学長業績評価結果（案）について審議 

・令和４年 ３月１０日 学長選考会議（第６回）開催 

    学長業績評価結果について審議・決定 


